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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  カモ、ハクビシン、イノシシ、カラス、ア

ライグマ、コブハクチョウ、オオバン、ヒヨ

ドリ、ムクドリ、キジ 

 計画期間   令和７年度～令和９年度 

 対象地域 小美玉市全域 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和５年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品  目 被害数値 

カモ 

ハクビシン 

 

イノシシ 

 

カラス 

アライグマ 

キジ 

コブハクチョウ 

オオバン 

ヒヨドリ 

ムクドリ 

野菜類（レンコン） 

果樹（ブルーベリー）、野菜

類（いちご等） 

水稲、野菜類、いも類、果樹

（くり） 

果樹（ブルーベリー） 

果樹（カキ等） 

果樹（ブルーベリー） 

35ａ 

24ａ 

 

51ａ 

 

0ａ 

30ａ 

3ａ 

0ａ 

0ａ 

0ａ 

0ａ 

2,853 千円 

1,435 千円 

 

1,707 千円 

 

0 千円 

679 千円 

179 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円 

合計  143ａ 6,853 千円 

※カラスについては 1 件当たりの被害が僅少なため、被害数値の算定が困難。 

（２）被害の傾向 

○ハクビシン 

  果樹や野菜類への被害は、市内全域で発生していて、 

特に、イチゴへの被害が甚大である。 

○イノシシ 

  水稲、野菜類、いも類、果樹、飼料用作物への被害は、倉数、与沢、宮

田、張星、花野井、竹原、三箇、栗又四ケにかけて広範囲に発生してお

り、目撃情報も多数寄せられていることから、被害区域拡大が予想され

る。 

○カラス 

  市内全域で年間を通じて、収穫前の果樹や野菜に被害が発生している。 

○アライグマ 

  柿等果樹への被害が、大谷、栗又四ケ地区において確認されている。 

 

○カモ、コブハクチョウ、オオバン 
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レンコンの食害が、霞ヶ浦湖岸の下馬場、川中子、下玉里、高崎地区に

おいてカモについては確認されており、コブハクチョウ、オオバンにつ

いては懸念されている。 

○ヒヨドリ、ムクドリ、キジ 

  ブルーベリー等果樹への被害が、市内全域で懸念されている。  

 

（３）被害の軽減目標 ※目標値は現状値から約１割減少を目標とする 

指標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 9 年度） 

被害面積 

（内訳） 

カモ 

ハクビシン 

イノシシ 

カラス 

キジ 

アライグマ 

コブハクチョウ 

オオバン 

ヒヨドリ 

ムクドリ 

143 ａ  

 

35 ａ  

24 ａ  

51 ａ  

0 ａ  

3 ａ 

30 ａ 

0 ａ 

0 ａ 

0  ａ 

0  ａ  

130 ａ  

 

32 ａ  

22 ａ  

46 ａ  

0 ａ  

2 ａ 

27  ａ 

0 ａ 

0 ａ 

0 ａ 

0 ａ     

被害金額 

（内訳） 

カモ 

ハクビシン 

イノシシ 

カラス 

キジ 

アライグマ 

コブハクチョウ 

オオバン 

ヒヨドリ 

ムクドリ 

6,853 千円  

 

2,853 千円  

1,435 千円  

1,707 千円  

0 千円  

179 千円 

679 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円  

6,168 千円  

 

2,568 千円  

1,292 千円  

1,536 千円  

0 千円  

161 千円 

611 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円 

0 千円  

  

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

○カモ 

 平成 29 年度から小美玉市鳥

獣被害防止総合対策事業によ

り、4 月、5 月のレンコンの新芽

時期に限り、有害鳥獣捕獲隊が

 

 捕獲従事者の確保と新規育成

が急務である。 
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銃による追い払いを行ってい

る。 

○ハクビシン、アライグマ 

 茨城県鳥獣被害防止総合対

策補助金、小美玉市鳥獣被害防

止総合対策事業により、有害鳥

獣捕獲隊による捕獲活動を実

施している。 

○イノシシ 

 茨城県鳥獣被害防止総合対

策補助金、小美玉市鳥獣被害防

止総合対策事業により、くくり

わな・箱わなによる捕獲を実施

している。 

○カラス 

 小美玉市鳥獣被害防止総合

対策事業により、有害鳥獣捕獲

隊が年 2 回、銃による駆除を行

っている。  

 

 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

○カモ 

 防鳥ネットを圃場に設置し、

被害防止に努めている。平成 29

年度には、茨城県鳥獣被害防止

総合対策補助金により、圃場へ

の防鳥ネット設置を行ってい

る。 

○ハクビシン、イノシシ、アラ

イグマ 

 防護柵を耕作者個人単位で

設置している。 

 

 

 

 

 

○カラス 

 防鳥ネットを圃場に設置し

被害防止に努めている。 

 

 

○カモ 

 防鳥ネットの適切な開閉管理

がなされてない圃場や、未設置圃

場において被害が多い。不適切な

管理が原因による野鳥の羅網被

害を減らすため、適切な管理が必

要である。 

○ハクビシン、イノシシ、アライ

グマ 

 防護柵の設置に対して助成を

行い個人負担を軽減することに

より設置を促進する。イノシシに

よる被害防止の啓発を行い、被害

発生地域が一体となった被害防

止対策の必要性について理解を

促す。 

○カラス 

 広大な圃場に対しての防鳥ネ

ットの設置は不可能であるため、

防鳥ネットに代わる有効な対策

が必要である。 
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○コブハクチョウ、オオバン 

 防鳥ネットを圃場に設置し、

被害防止に努めている。 

 

 

 

 

○ヒヨドリ、ムクドリ、キジ 

 防鳥ネットを圃場に設置し、

被害防止に努めている。  

○コブハクチョウ、オオバン 

防鳥ネットの適切な開閉管理

がなされてない圃場や、未設置圃

場において被害が多い。不適切な

管理が原因による野鳥の羅網被

害を減らすため、適切な管理が必

要である。 

○ヒヨドリ、ムクドリ、キジ 

 ブルーベリーの圃場の多くは

防鳥ネットの未設置箇所が多く、

早期の設置が必要である。また、

防鳥ネットの適切な管理を徹底

する必要がある。  

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

圃場で放棄された野菜等の

除去について個別指導を実施

した。 

また、耕作放棄地の整備促進に

関して、広報紙を活用して広く

周知している。 

 薄暗く込み合った平地林が見

られるため、見通しをよくし住み

かにならないようにしていく必

要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

鳥獣被害防止のため、「被害防止」「有害捕獲」「生息環境管理」を柱と

した総合的な対策に取り組む。 

① 被害防止対策 

 ・集落や地域を主体とした広域的な被害防止対策を促進し、地域住民の

鳥獣被害への対応能力向上を図る。 

 ・対策の効果的な実施のため、関係機関の連携を強化する。 

・また、防鳥ネットの不適切な管理による羅網被害防止のため、適切な

管理の周知徹底を図る。 

 ②有害捕獲対策 

 ・効果的な時期に有害鳥獣の捕獲を実施する。 

 ・捕獲用機材の導入整備を行い、定期的な捕獲を実施する。 

③ 生息環境管理対策 

 ・カモ、コブハクチョウ、オオバン対策として、飛来を誘引するレンコン

の未収穫部位及び切除部分の撤去等、被害発生区域の拡大を防止する。 

 ・圃場で放棄された野菜や放任果樹の除去の有効性を広く周知する等、

被害発生区域の拡大を防止する。また、圃場周辺の隠れ場所となる茂み

や山林の刈払い等により、進入経路を遮断し、定着を防止する。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 
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（１）対象鳥獣の捕獲体制 

 ハクビシン、イノシシ、カラス、アライグマについて、銃器及びわなを用

いた捕獲実施のため、猟友会による捕獲隊を編成し実施する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 7 年度 

ハクビシン 

イノシシ 

カラス 

アライグマ 

・箱わな、くくりわなを設置する。 

・狩猟免許取得促進の PR 活動を行う。 

・狩猟免許取得希望者に対して費用の助成を

行う。 

令和 8 年度 

ハクビシン 

イノシシ 

カラス 

アライグマ 

・箱わな、くくりわなを設置する。 

・狩猟免許取得促進の PR 活動を行う。 

・狩猟免許取得希望者に対して費用の助成を

行う。 

令和 9 年度 

ハクビシン 

イノシシ 

カラス 

アライグマ 

 

・箱わな、くくりわなを設置する。 

・狩猟免許取得促進の PR 活動を行う。 

・狩猟免許取得希望者に対して費用の助成を

行う。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

○ハクビシン、アライグマ 

 近年の被害状況を考慮して捕獲数を設定し、被害地域における捕獲を実

施する。 

○イノシシ 

 茨城県イノシシ管理計画における捕獲計画数に基づき捕獲数を設定し、

被害地域を中心に捕獲を実施する。 

○カラス 

 近年の捕獲実績をベースとして、被害状況及び被害地域を考慮しつつ、

捕獲数を設定し実施する。 

  

 

対象鳥獣 
有害捕獲実績数等 

令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

ハクビシン 37 頭 17 頭 2 頭 

イノシシ 22 頭 33 頭 21 頭 

カラス 85 羽 136 羽 121 羽 

アライグマ 1 頭 6 頭 1 頭 
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対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

ハクビシン 50 頭 50 頭 50 頭 

イノシシ 100 頭 100 頭 100 頭 

カラス 400 羽 400 羽 400 羽 

アライグマ 10 頭 10 頭 10 頭 

 

 捕獲等の取組内容 

○ハクビシン、イノシシ、アライグマ 

  市内全域において、猟友会による捕獲隊を編成し、くくりわな、箱わな

により捕獲を実施する。捕獲時期は、被害が集中する春～秋が効果的と思

われるが、被害状況や情報を元に、適宜行いながらより効果的な捕獲を目

指す。 

○カラス 

  市内全域において、猟友会による捕獲隊を編成し、銃器による捕獲を実

施する。捕獲時期は、効果的と考えられる春と秋以降（猟期）に行う。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

該当なし 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

 

小美玉市全域 

 

茨城県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例に

より権限委譲済（カルガモ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、

ハシブトガラス、ハクビシン、アライグマ、イノシシ、ヒヨ

ドリ、ムクドリを含む 22 鳥獣種） 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

カモ、コブハクチョ

ウ、オオバン 

防鳥ネット 

300 ａ 

防鳥ネット 

300 ａ 

防鳥ネット 

300 ａ 

ハクビシン、アライ

グマ 

防護柵 

50 ａ 

防護柵 

50 ａ 

防護柵 

50 ａ 

イノシシ 
防護柵 

100 ａ 

防護柵 

100 ａ 

防護柵 

100 ａ 
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ヒヨドリ、ムクドリ、

キジ 

防鳥ネット 

100 ａ 

防鳥ネット 

100 ａ 

防鳥ネット 

100 ａ 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

カモ、コブハ

クチョウ、オ

オバン 

 

 

 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知し、

羅網被害を未然に

防ぐ。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知し、

羅網被害を未然に

防ぐ。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知し、

羅網被害を未然に

防ぐ。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

ハクビシン、

アライグマ、 

イノシシ 

・防護柵の適切な

管理を周知する。 

 

・防護柵の適切な

管理を周知する。 

・防護柵の適切な

管理を周知する。 

カラス 

 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

ヒヨドリ、ム

クドリ、キジ 

 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知す

る。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知す

る。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

・防鳥ネットの適

切な管理を周知す

る。 

・花火等による追

い払いを実施する。 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和 

7～9 年度 

カモ、コブハクチ

ョウ、オオバン 

・放任果樹や収穫残渣の撤去の徹底を

図る。 

ハクビシン、アラ

イグマ、イノシシ 

・緩衝帯の整備のための地域ぐるみの

活動を推進する。 

・放任果樹や収穫残渣の撤去の徹底を

図る。 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

小美玉市産業経済部農政課 事業統括 

茨城県県民生活環境部 

環境政策課県央環境保全室 
鳥獣保護管理指導 
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茨城県県央農林事務所 

農業振興課・畜産振興課 
防除技術指導 

新ひたち野農業協同組合 防除技術指導 

いばらき広域農業共済組合 防除技術指導、被害調査連携、防護柵補助 

茨城県猟友会南部支部 有害鳥獣捕獲実施、情報提供 

茨城県猟友会美野里支部 有害鳥獣捕獲実施、情報提供 

茨城県猟友会石岡支部 有害鳥獣捕獲実施、情報提供 

石岡警察署 猟銃所持者に対する安全指導 

 

（２）緊急時の連絡体制 

 

 

            

 

 

 

       

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲した対象鳥獣の処理は、霞台厚生施設組合クリーンセンタ―におい

て適切な焼却処分を行う。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 該当無し。 

ペットフード 該当無し。 

皮革 該当無し。 

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

該当無し。 

 

小美玉市 

産業経済部農政課 

・茨城県県民生活環境部 

環境政策課県央環境保全室 

・茨城県県央農林事務所 

農業振興課・畜産振興課 

新ひたち野農業協同組合・いばらき広域農業共済組合・茨城県

猟友会南部支部 

茨城県猟友会美野里支部・茨城県猟友会石岡支部・石岡警察署 

・情報共有 

・連絡調整 

・情報共有 

・連絡調整 
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（２）処理加工施設の取組 

該当無し。 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

該当無し。 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 小美玉市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

 

小美玉市（産業経済部農政課） 

 

・協議会の運営と被害軽減のための各

種活動 

・地域指導者の育成及び狩猟者の育成 

・有害鳥獣に関する情報の提供 

茨城県県央農林事務所 

農業振興課・畜産振興課 

・有害鳥獣に関する情報提供と助言等 

・被害軽減技術の指導 

茨城県猟友会南部支部 

茨城県猟友会美野里支部 

茨城県猟友会石岡支部 

・有害鳥獣捕獲駆除の実施 

・捕獲技術の指導 

・有害鳥獣に関する情報提供と助言等 

茨城県鳥獣保護管理員 ・鳥獣保護管理に関する助言等 

新ひたち野農業協同組合 

新ひたち野農業協同組合蓮根部会 

いばらき広域農業共済組合 

川中子蓮根出荷組合 

小美玉市ブルーベリー生産組合 

・被害軽減のための各種活動 

・有害鳥獣に関する情報提供 

 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

市内行政区代表者 
・被害軽減のための各種活動と連絡調整 

・有害鳥獣に関する情報提供 

石岡警察署 
・猟銃所持者に対する安全指導 

・有害鳥獣に関する情報提供と助言等 

茨城県県民生活環境部 

環境政策課県央環境保全室 

・捕獲許可及び捕獲実施体制の助言等 

・有害鳥獣に関する情報提供と助言等 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

 持続的な被害防止対策の効果的かつ効率的実施のため鳥獣被害対策実施

隊の設置を検討する。 
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（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 被害防止施策の実施にあたり、近隣の石岡市・笠間市・茨城町・鉾田市・

行方市各市町（鳥獣被害対策協議会）や各地域猟友会との情報交換を行い、

連携を強化する。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 農作物被害の着実な軽減を図るため、「防護（被害の防除）」「捕獲（有

害捕獲）」「地域の環境整備（生息環境管理）」を柱として総合的な対策に

取り組む。 

 個人で取り組む対策とあわせ、地域ぐるみの対策の実施に向けた体制の

構築を推進する。 

 


